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☆４７２４７６４

　本格的な秋が到来し、税務調査は最盛期。

調査官が奮闘中です。最近の法人税調査の

傾向や実際の調査事例から、すぐに役立つ

基礎的な知識まで、多くの法人税調査に携

わってきたスペシャリストが分かりやすく

解説します。連載の後半は、ケーススタデ

ィにより、調査対応のポイントを見ていき

ます。

　ご愛読いただきました「会計・税務のデ

ジタル対応～最近の動向を踏まえて～」「業

務委託をする事業者が知っておくべきフリ

ーランス保護法」は今号をもって終了いた

します。「続　傍流の正論」「裁決事例集」

「税の書物をひも解く」は継続します。�

月からは以下の連載を開始します。引き続

きご愛読いただきますようお願い申し上げ

ます。 編集部

　昨年に引き続き、寄附の使い道で寄附先

の自治体を選ぶという、ふるさと納税のス

タイルを連載していきます。若者支援や公

立学校等への寄附、起業家支援、熊対策な

ど、ユニークな取組みを実施している各地

の自治体を紹介します。

　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

の

中

小

企

業

向

け

賃

上

げ

促

進

税

制

に

関

す

る

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

と

Ｑ

＆

Ａ

を

公

表

し

た

。

６

年

４

月

１

日

以

降

開

始

の

事

業

年

度

用

（

個

人

事

業

主

は

７

年

分

以

降

用

）

と

な

る

。

６

年

度

税

制

改

正

で

は

、

中

小

企

業

向

け

に

お

い

て

、

賃

上

げ

を

実

施

し

た

年

度

に

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

金

額

に

つ

い

て

、

５

年

間

の

繰

越

し

を

可

能

と

す

る

繰

越

控

除

措

置

が

創

設

さ

れ

て

い

る

。

繰

越

控

除

措

置

を

適

用

す

る

場

合

、

未

控

除

額

が

発

生

し

た

事

業

年

度

以

後

の

各

事

業

年

度

の

確

定

申

告

で

明

細

書

の

提

出

が

必

要

で

あ

り

、

繰

り

越

し

た

額

を

実

際

に

税

額

控

除

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

は

、

追

加

の

要

件

が

設

け

ら

れ

て

い

る

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

�

日

、

令

和

６

年

１

～

３

月

ま

で

の

裁

決

事

例

�

件

を

追

加

し

、

同

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

た

。

　

�

件

の

内

訳

は

、

国

税

通

則

法

関

係

が

３

件

、

所

得

税

法

関

係

が

１

件

、

法

人

税

法

関

係

、

相

続

税

法

関

係

、

国

税

徴

収

法

関

係

が

各

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

事

例

に

は

、

市

街

化

調

整

区

域

内

に

所

在

す

る

宅

地

に

つ

い

て

、

仮

に

宅

地

分

譲

に

係

る

開

発

行

為

が

可

能

な

区

域

に

所

在

し

て

い

た

と

し

て

も

、

財

産

評

価

基

本

通

達

�

―

２

に

定

め

る

「

地

積

規

模

の

大

き

な

宅

地

」

に

準

じ

て

評

価

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

た

も

の

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

平

成

�

年

９

月

の

財

産

評

価

基

本

通

達

の

一

部

改

正

に

よ

り

「

地

積

規

模

の

大

き

な

宅

地

の

評

価

」

が

新

設

さ

れ

、

�

年

１

月

１

日

以

後

の

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

宅

地

に

適

用

が

開

始

さ

れ

て

以

降

、

初

め

て

の

公

表

裁

決

事

例

と

な

る

。

　

こ

の

ほ

か

に

、

滞

納

者

か

ら

請

求

人

に

対

す

る

振

込

み

に

よ

る

生

活

費

及

び

学

資

の

前

払

と

し

て

の

送

金

が

、

社

会

通

念

上

相

当

と

認

め

ら

れ

る

範

囲

の

金

銭

の

交

付

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

に

規

定

す

る

無

償

譲

渡

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

な

ど

が

公

表

さ

れ

た

。

　

繰

越

控

除

措

置

は

、

中

小

企

業

向

け

賃

上

げ

促

進

税

制

の

要

件

を

満

た

す

賃

上

げ

を

実

施

し

た

年

度

に

お

い

て

、

法

人

税

が

課

税

さ

れ

な

い

場

合

や

税

額

控

除

額

が

控

除

上

限

を

超

過

す

る

場

合

に

、

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

額

を

翌

年

度

以

降

に

５

年

間

繰

り

越

し

が

可

能

と

な

る

も

の

。

　

繰

越

控

除

措

置

に

お

い

て

未

控

除

額

を

繰

り

越

す

た

め

に

は

、

確

定

申

告

に

お

い

て

明

細

書

の

提

出

が

必

要

と

な

っ

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

繰

越

控

除

措

置

を

適

用

す

る

場

合

、

①

未

控

除

額

が

発

生

し

た

事

業

年

度

以

後

の

各

事

業

年

度

の

確

定

申

告

書

に

繰

越

税

額

控

除

限

度

超

過

額

の

明

細

書

（

法

規

別

�

表

６

�

付

表

１

）

、

及

び

②

繰

越

税

額

控

除

措

置

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

年

度

の

確

定

申

告

書

等

に

繰

越

控

除

を

受

け

る

金

額

を

記

載

す

る

と

と

も

に

、

そ

の

金

額

の

計

算

に

関

す

る

明

細

書

（

法

規

別

�

表

６

�

）

を

添

付

し

て

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

①

の

明

細

書

が

提

出

さ

れ

て

い

な

い

場

合

は

、

未

控

除

額

は

繰

り

越

さ

れ

ず

、

繰

越

税

額

控

除

を

適

用

で

き

な

い

こ

と

と

な

る

。

　

こ

れ

ら

の

明

細

書

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

で

は

、

個

人

の

様

式

に

関

し

て

は

公

開

さ

れ

次

第

、

更

新

す

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

繰

り

越

し

た

額

を

実

際

に

税

額

控

除

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

、

追

加

の

要

件

が

あ

る

。

繰

越

税

額

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

、

全

雇

用

者

の

給

与

等

支

給

額

が

前

年

度

よ

り

増

加

し

て

い

る

場

合

に

限

り

、

繰

越

控

除

措

置

の

適

用

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

た

だ

し

、

実

際

に

税

額

控

除

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

、

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

が

零

で

あ

る

場

合

は

、

適

用

不

可

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

繰

越

控

除

措

置

は

、

中

小

企

業

者

等

ま

た

は

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

１

０

０

０

人

以

下

の

個

人

事

業

主

が

対

象

と

な

る

。

た

だ

し

、

繰

り

越

し

た

額

を

実

際

に

税

額

控

除

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

は

、

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

中

小

企

業

者

等

ま

た

は

青

色

申

告

書

を

提

出

す

る

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

１

０

０

０

人

以

下

の

個

人

事

業

主

に

該

当

し

な

い

場

合

で

も

繰

越

控

除

を

受

け

る

こ

と

は

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

そ

の

ほ

か

に

、

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

な

ど

で

は

、

６

年

度

税

制

改

正

で

新

設

さ

れ

た

、

く

る

み

ん

認

定

等

に

よ

る

上

乗

せ

措

置

に

つ

い

て

、

認

定

の

取

得

時

期

や

認

定

基

準

の

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

な

ど

に

関

し

て

、

認

定

時

期

ご

と

の

適

用

判

定

の

事

例

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ９ �

第３６２０号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２４年



　

国

税

庁

の

使

命

の

ひ

と

つ

に

「

酒

類

業

の

健

全

な

発

達

」

が

あ

り

、

そ

れ

に

関

連

し

て

外

国

語

指

導

助

手

（

Ａ

Ｌ

Ｔ

）

を

招

待

し

た

酒

蔵

ツ

ア

ー

が

あ

る

。

日

本

の

伝

統

的

酒

造

り

を

知

っ

て

も

ら

い

、

日

本

産

酒

類

の

魅

力

を

母

国

へ

発

信

し

て

も

ら

お

う

と

実

施

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

★

少

子

高

齢

化

や

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

の

多

様

化

な

ど

か

ら

、

酒

類

業

の

国

内

市

場

が

縮

小

傾

向

に

あ

る

中

、

海

外

の

市

場

獲

得

に

よ

る

輸

出

拡

大

は

大

い

に

期

待

さ

れ

て

お

り

、

令

和

５

年

分

の

輸

出

金

額

は

１

３

４

４

億

円

で

あ

っ

た

★

酒

蔵

ツ

ア

ー

の

最

後

に

は

試

飲

が

待

っ

て

い

る

。

さ

ら

に

料

理

と

の

ペ

ア

リ

ン

グ

も

準

備

さ

れ

る

。

和

食

の

素

晴

ら

し

さ

も

伝

わ

る

だ

ろ

う

。

様

々

な

国

や

人

種

の

参

加

者

ら

が

笑

顔

で

飲

食

し

て

い

る

様

子

を

見

る

と

、

日

本

産

酒

類

は

海

外

で

も

十

分

受

け

入

れ

ら

れ

る

と

実

感

す

る

。

世

界

中

の

人

に

日

本

産

酒

類

を

嗜

ん

で

も

ら

い

た

い

。

（

Ｄ

）

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

６

年

分

年

末

調

整

の

し

か

た

や

各

種

様

式

を

公

表

し

た

。

今

年

は

、

６

年

分

所

得

税

に

つ

い

て

定

額

減

税

が

実

施

さ

れ

て

お

り

、

年

末

調

整

の

際

に

は

、

年

末

調

整

時

点

の

定

額

減

税

の

額

（

年

調

減

税

額

）

の

控

除

を

行

う

た

め

に

年

調

減

税

事

務

を

行

う

必

要

が

あ

る

。

年

末

調

整

の

し

か

た

で

は

、

年

調

減

税

額

の

控

除

等

の

計

算

を

す

る

際

の

注

意

点

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

年

末

調

整

が

よ

く

わ

か

る

ペ

ー

ジ

（

令

和

６

年

分

）

が

開

設

さ

れ

て

お

り

、

年

末

調

整

の

し

か

た

や

各

種

様

式

の

ほ

か

、

年

末

調

整

の

計

算

シ

ー

ト

、

チ

ェ

ッ

ク

表

、

Ｑ

＆

Ａ

、

各

種

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

、

動

画

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

６

年

分

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

等

の

法

定

調

書

の

作

成

と

提

出

の

手

引

も

公

表

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

Ｑ

＆

Ａ

（

概

要

・

源

泉

所

得

税

関

係

）

を

改

訂

し

た

。

通

算

５

回

目

の

改

訂

と

な

る

。

Ｑ

＆

Ａ

の

追

加

は

な

く

、

７

問

で

修

正

が

加

え

ら

れ

た

。

　

主

に

６

年

分

年

末

調

整

の

た

め

の

各

種

様

式

が

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

た

こ

と

に

対

応

し

た

。

　

ま

た

、

定

額

減

税

は

６

年

分

の

所

得

税

に

係

る

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

以

下

の

人

を

対

象

に

し

て

お

り

、

所

得

制

限

が

あ

る

。

企

業

等

が

年

調

減

税

（

年

末

調

整

の

際

に

年

調

所

得

税

額

か

ら

行

う

年

調

減

税

額

の

控

除

）

を

行

う

の

に

際

し

て

、

基

礎

控

除

申

告

書

な

ど

の

提

出

が

な

く

、

給

与

所

得

者

（

従

業

員

等

）

の

合

計

所

得

金

額

の

見

積

額

の

確

認

が

で

き

な

い

場

合

は

、

給

与

所

得

者

か

ら

そ

の

合

計

所

得

金

額

の

見

積

額

の

通

知

を

受

け

、

給

与

所

得

者

が

年

調

減

税

の

対

象

か

否

か

を

判

断

す

る

こ

と

に

な

る

。

改

訂

後

の

Ｑ

＆

Ａ

で

は

、

こ

の

通

知

を

口

頭

や

メ

ー

ル

等

で

行

っ

て

差

し

支

え

な

い

旨

が

新

た

に

示

さ

れ

た

。

　

公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

（

小

林

栄

三

会

長

）

は

�

日

、

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

提

言

」

を

決

定

し

て

公

表

し

た

。

「

人

手

不

足

な

ど

厳

し

い

経

営

環

境

を

踏

ま

え

、

中

小

企

業

の

活

性

化

に

資

す

る

税

制

措

置

を

」

「

中

小

企

業

は

地

域

経

済

と

雇

用

の

担

い

手

。

本

格

的

な

事

業

承

継

税

制

の

創

設

を

」

な

ど

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

を

掲

げ

、

法

人

税

率

等

に

つ

い

て

提

言

し

て

い

る

。

　

法

人

税

率

の

軽

減

措

置

に

つ

い

て

は

、

中

小

法

人

に

適

用

さ

れ

る

軽

減

税

率

の

特

例

�

％

を

本

則

化

す

べ

き

で

あ

る

と

し

、

昭

和

�

年

以

来

、

８

０

０

万

円

以

下

に

据

え

置

か

れ

て

い

る

軽

減

税

率

の

適

用

所

得

金

額

を

、

少

な

く

と

も

１

６

０

０

万

円

程

度

に

引

き

上

げ

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

租

税

特

別

措

置

に

つ

い

て

は

、

公

平

性

・

簡

素

化

の

観

点

か

ら

、

そ

の

政

策

目

的

を

達

し

た

も

の

は

廃

止

を

含

め

整

理

合

理

化

を

行

う

必

要

が

あ

る

が

、

中

小

企

業

の

技

術

革

新

な

ど

経

済

活

性

化

に

資

す

る

税

制

措

置

に

つ

い

て

は

例

え

ば

、

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

損

金

算

入

の

特

例

措

置

に

つ

い

て

は

、

物

価

が

上

昇

し

て

い

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

取

得

価

額

要

件

を

�

万

円

未

満

か

ら

�

万

円

未

満

に

引

き

上

げ

る

と

と

も

に

、

損

金

算

入

額

の

上

限

（

合

計

３

０

０

万

円

）

を

撤

廃

し

全

額

を

損

金

算

入

と

す

る

こ

と

な

ど

を

提

言

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

近

年

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

導

入

や

電

子

帳

簿

保

存

法

の

改

正

に

よ

る

電

子

デ

ー

タ

保

存

の

義

務

化

に

対

応

す

る

な

ど

で

、

事

業

者

の

事

務

負

担

や

納

税

協

力

コ

ス

ト

は

年

々

増

加

し

て

い

る

と

指

摘

、

事

務

負

担

コ

ス

ト

の

軽

減

を

図

る

た

め

、

中

小

企

業

の

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

）

の

推

進

に

つ

な

が

る

よ

う

な

特

段

の

支

援

が

欠

か

せ

な

い

と

し

て

い

る

。

　

事

業

承

継

税

制

の

拡

充

で

は

、

事

業

継

続

に

資

す

る

相

続

に

つ

い

て

は

、

事

業

従

事

を

条

件

と

し

て

他

の

一

般

資

産

と

切

り

離

し

、

非

上

場

株

式

を

含

め

て

事

業

用

資

産

へ

の

課

税

を

軽

減

あ

る

い

は

免

除

す

る

制

度

の

創

設

が

求

め

ら

れ

る

と

し

て

、

本

格

的

な

事

業

承

継

税

制

が

創

設

さ

れ

る

ま

で

の

間

に

つ

い

て

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

、

相

続

税

、

贈

与

税

の

納

税

猶

予

制

度

に

つ

い

て

の

見

直

し

に

つ

い

て

言

及

し

て

い

る

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

を

含

む

消

費

税

に

つ

い

て

は

、

政

府

は

軽

減

税

率

制

度

と

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

、

国

民

や

事

業

者

へ

の

影

響

の

ほ

か

、

低

所

得

者

対

策

の

効

果

等

を

検

証

す

る

必

要

が

あ

り

、

問

題

が

あ

れ

ば

制

度

の

是

非

を

含

め

て

そ

の

見

直

し

を

求

め

る

と

し

て

い

る

。

　

租

税

教

育

に

つ

い

て

は

、

税

の

意

義

や

税

が

果

た

す

役

割

を

必

ず

し

も

国

民

が

十

分

に

理

解

し

て

い

る

と

は

言

え

な

い

と

し

て

、

学

校

教

育

は

も

と

よ

り

、

社

会

全

体

で

租

税

教

育

に

取

り

組

み

、

納

税

意

識

の

向

上

を

図

っ

て

い

く

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

６

年

分

の

年

末

調

整

に

お

け

る

主

な

改

正

事

項

は

、

①

定

額

減

税

と

、

②

給

与

所

得

者

の

保

険

料

控

除

申

告

書

に

お

け

る

記

載

事

項

の

簡

素

化

。

　

定

額

減

税

の

実

施

に

伴

う

年

調

減

税

事

務

の

手

順

に

つ

い

て

は

、

①

年

調

減

税

額

の

控

除

対

象

者

の

確

認

、

②

申

告

書

の

受

理

及

び

年

調

減

税

額

の

計

算

、

③

年

調

減

税

額

の

控

除

、

④

源

泉

徴

収

票

へ

の

表

示

と

な

っ

て

い

る

。

　

年

調

減

税

額

の

控

除

等

に

お

け

る

注

意

点

と

し

て

は

、

「

令

和

６

年

分

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

簿

」

右

側

の

「

年

末

調

整

」

欄

は

、

年

調

減

税

額

の

控

除

等

の

計

算

に

対

応

し

て

い

な

い

と

し

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

同

計

算

に

対

応

し

た

①

「

令

和

６

年

分

年

末

調

整

計

算

表

」

ま

た

は

②

「

年

末

調

整

計

算

シ

ー

ト

（

令

和

６

年

用

）

」

の

様

式

等

を

別

途

利

用

す

る

か

、

③

「

令

和

６

年

分

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

簿

」

の

余

白

部

分

等

を

用

い

る

こ

と

に

よ

り

、

年

調

減

税

額

の

控

除

を

正

し

く

行

っ

た

上

で

、

年

調

年

税

額

を

算

出

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

記

載

事

項

の

簡

素

化

で

は

、

６

年

�

月

１

日

以

後

に

提

出

す

る

給

与

所

得

者

の

保

険

料

控

除

申

告

書

に

つ

い

て

、

記

載

す

べ

き

と

さ

れ

る

保

険

金

の

受

取

人

等

に

係

る

情

報

の

う

ち

、

申

告

者

と

の

続

柄

の

記

載

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

７

年

１

月

か

ら

の

源

泉

徴

収

事

務

で

は

、

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

７

年

１

月

１

日

以

後

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

給

与

等

に

つ

い

て

提

出

す

る

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

申

告

書

及

び

従

た

る

給

与

に

つ

い

て

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

は

、

そ

の

申

告

書

に

記

載

す

べ

き

事

項

が

そ

の

年

の

そ

の

記

載

す

べ

き

事

項

の

記

載

に

代

え

て

、

そ

の

異

動

が

な

い

旨

の

記

載

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

７

年

分

の

源

泉

徴

収

税

額

表

の

税

額

に

つ

い

て

は

、

６

年

分

か

ら

変

更

は

な

い

。

　

年

末

調

整

に

係

る

源

泉

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

納

期

限

は

７

年

１

月

�

日

（

納

期

の

特

例

の

適

用

が

あ

る

場

合

は

７

年

１

月

�

日

）

、

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

な

ど

の

法

定

調

書

の

提

出

期

限

は

７

年

１

月

�

日

と

な

っ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

企

業

会

計

基

準

委

員

会

が

こ

の

ほ

ど

、

「

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

」

等

を

公

表

し

た

。

従

来

の

基

準

を

改

め

、

借

り

手

の

会

計

処

理

に

つ

い

て

、

す

べ

て

の

リ

ー

ス

取

引

を

原

則

オ

ン

バ

ラ

ン

ス

化

（

貸

借

対

照

表

に

計

上

）

す

る

こ

と

な

ど

が

柱

と

な

っ

て

い

る

。

令

和

９

年

４

月

１

日

以

後

開

始

す

る

連

結

会

計

年

度

お

よ

び

事

業

年

度

の

期

首

か

ら

強

制

適

用

（

７

年

４

月

１

日

か

ら

早

期

適

用

可

）

と

な

る

。

こ

れ

に

関

連

し

て

、

経

済

産

業

省

は

７

年

度

税

制

改

正

要

望

の

中

で

、

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

変

更

に

伴

う

所

要

の

措

置

と

し

て

、

変

更

に

伴

う

企

業

の

負

担

が

で

き

る

だ

け

生

じ

な

い

よ

う

に

す

る

等

の

適

切

な

税

制

上

の

措

置

を

求

め

た

。

関

連

す

る

団

体

か

ら

も

各

種

要

望

が

出

さ

れ

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

が

６

月

に

公

表

し

た

７

年

度

税

制

改

正

意

見

書

を

参

考

に

説

明

す

る

と

、

リ

ー

ス

に

関

す

る

新

会

計

基

準

の

適

用

開

始

後

も

税

務

処

理

が

従

来

の

ま

ま

だ

と

、

新

会

計

基

準

を

適

用

す

る

会

社

で

は

申

告

調

整

の

た

め

の

事

務

負

担

の

増

大

が

予

想

さ

れ

、

逆

に

新

会

計

基

準

に

沿

っ

た

税

務

処

理

規

定

の

改

正

が

行

わ

れ

る

と

、

新

会

計

基

準

を

採

用

し

な

い

会

社

の

事

務

負

担

の

増

大

が

予

想

さ

れ

る

と

い

う

。

そ

こ

で

、

会

計

監

査

人

監

査

の

対

象

と

な

る

大

会

社

と

そ

の

他

の

会

社

の

両

方

に

と

っ

て

、

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

と

税

法

規

定

と

の

間

に

著

し

い

か

い

離

が

生

じ

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

の

配

慮

が

求

め

ら

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

た

め

、

同

協

会

は

、

大

会

社

な

ど

新

会

計

基

準

を

採

用

す

る

会

社

に

は

新

会

計

基

準

に

沿

っ

た

税

務

処

理

を

認

め

る

一

方

、

そ

の

他

の

会

社

に

は

従

来

の

取

扱

い

に

よ

る

こ

と

を

認

め

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

ま

た

、

日

本

商

工

会

議

所

が

�

日

に

公

表

し

た

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

意

見

で

は

、

企

業

会

計

基

準

委

員

会

は

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

と

Ｉ

Ｆ

Ｒ

Ｓ

（

国

際

会

計

基

準

）

等

と

の

整

合

性

を

図

る

こ

と

と

し

て

い

る

が

、

中

小

企

業

は

「

中

小

企

業

の

会

計

に

関

す

る

指

針

」

ま

た

は

「

中

小

企

業

の

会

計

に

関

す

る

基

本

要

領

」

が

用

い

ら

れ

て

お

り

、

特

に

「

中

小

企

業

の

会

計

に

関

す

る

基

本

要

領

」

は

Ｉ

Ｆ

Ｒ

Ｓ

の

影

響

を

受

け

な

い

も

の

と

さ

れ

て

い

る

と

指

摘

。

そ

の

上

で

、

仮

に

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

の

改

正

に

伴

い

、

税

制

が

改

正

さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

ば

、

中

小

企

業

に

と

っ

て

会

計

処

理

の

変

更

が

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

税

負

担

の

変

動

や

事

務

負

担

の

増

加

と

い

う

影

響

が

生

じ

る

可

能

性

が

あ

る

な

ど

と

し

、

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

の

改

正

が

中

小

企

業

の

税

務

に

影

響

が

及

ぶ

こ

と

の

な

い

よ

う

に

す

べ

き

と

し

て

い

る

。

　

日

本

商

工

会

議

所

（

小

林

健

会

頭

）

は

�

日

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

意

見

を

公

表

し

た

。

適

用

期

限

の

切

れ

る

各

種

の

中

小

企

業

税

制

の

延

長

等

の

ほ

か

、

事

業

承

継

税

制

の

恒

久

化

や

役

員

就

任

要

件

の

撤

廃

、

デ

ジ

タ

ル

ツ

ー

ル

で

の

記

帳

・

帳

簿

作

成

と

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

の

申

告

を

要

件

と

し

、

青

色

申

告

特

別

控

除

よ

り

も

控

除

額

の

高

い

「

ス

マ

ー

ト

青

色

申

告

制

度

」

（

仮

称

）

の

創

設

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

既

存

の

中

小

企

業

税

制

に

つ

い

て

は

、

今

年

度

末

で

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

、

中

小

企

業

投

資

促

進

税

制

、

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

認

定

を

受

け

た

中

小

企

業

の

償

却

資

産

に

係

る

固

定

資

産

税

を

最

大

３

分

の

１

に

軽

減

す

る

特

例

措

置

な

ど

の

適

用

期

限

が

切

れ

る

こ

と

か

ら

、

こ

れ

ら

の

延

長

を

求

め

る

と

と

も

に

、

一

部

で

内

容

の

充

実

を

要

望

。

加

え

て

、

中

小

企

業

の

経

営

基

盤

強

化

に

資

す

る

税

制

と

し

て

、

業

績

連

動

給

与

（

役

員

給

与

）

の

適

用

対

象

の

拡

大

、

現

行

�

年

間

の

中

小

企

業

の

欠

損

金

の

繰

越

期

間

の

無

期

限

化

な

ど

を

求

め

た

。

　

事

業

承

継

税

制

に

つ

い

て

は

、

そ

の

活

用

促

進

に

向

け

て

後

継

者

役

員

就

任

要

件

の

撤

廃

等

を

求

め

る

と

と

も

に

、

現

行

の

特

例

措

置

に

係

る

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

（

８

年

３

月

末

）

以

降

、

一

般

措

置

を

特

例

措

置

並

み

に

拡

充

し

、

実

質

的

に

恒

久

化

す

べ

き

と

し

た

。

　

ま

た

、

個

人

事

業

主

の

約

４

割

が

白

色

申

告

で

あ

る

こ

と

や

、

売

上

高

１

０

０

０

万

円

以

下

の

小

規

模

事

業

者

の

５

割

弱

が

帳

簿

作

成

等

の

経

理

事

務

を

手

書

き

で

行

っ

て

い

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

こ

う

し

た

層

の

記

帳

水

準

の

向

上

が

不

可

欠

と

指

摘

。

個

人

事

業

主

の

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

措

置

と

し

て

、

①

デ

ジ

タ

ル

ツ

ー

ル

で

記

帳

・

帳

簿

作

成

を

行

い

、

か

つ

、

②

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

行

う

者

に

対

す

る

「

ス

マ

ー

ト

青

色

申

告

制

度

」

（

仮

称

）

を

創

設

し

、

現

行

の

青

色

申

告

特

別

控

除

（

最

大

�

万

円

）

を

深

堀

り

す

る

と

と

も

に

、

青

色

申

告

の

個

人

事

業

主

に

対

す

る

純

損

失

の

繰

越

期

間

（

３

年

間

）

を

延

長

す

る

こ

と

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

こ

れ

ま

で

国

内

企

業

が

行

っ

て

き

た

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

を

土

台

と

し

つ

つ

、

「

稼

ぐ

力

」

の

強

化

に

結

び

つ

け

る

た

め

の

さ

ら

な

る

取

組

み

や

会

社

法

の

改

正

の

方

向

性

等

に

つ

い

て

検

討

す

る

た

め

、

「

『

稼

ぐ

力

』

の

強

化

に

向

け

た

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

研

究

会

」

を

立

ち

上

げ

初

回

会

合

を

開

催

し

た

。

座

長

に

は

神

田

秀

樹

東

京

大

学

名

誉

教

授

が

就

い

た

。

今

後

、

１

回

程

度

の

ペ

ー

ス

で

会

合

を

開

催

し

、

会

社

法

の

改

正

に

向

け

た

検

討

事

項

に

関

す

る

報

告

書

は

今

年

�

月

を

目

途

に

、

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

の

あ

り

方

に

関

す

る

取

り

ま

と

め

は

来

年

３

月

を

目

途

に

そ

れ

ぞ

れ

公

表

す

る

こ

と

を

目

指

す

。

　

あ

す

�

月

１

日

か

ら

社

会

保

険

（

健

康

保

険

、

厚

生

年

金

保

険

な

ど

）

の

義

務

的

適

用

の

対

象

が

拡

大

さ

れ

る

。

現

在

は

従

業

員

数

が

１

０

１

人

以

上

の

企

業

で

一

部

の

パ

ー

ト

や

ア

ル

バ

イ

ト

を

対

象

に

加

入

が

義

務

化

さ

れ

て

い

る

が

、

�

月

か

ら

は

�

人

以

上

の

企

業

が

対

象

と

な

る

。

厚

生

労

働

省

が

７

月

ま

で

開

催

し

て

い

た

「

働

き

方

の

多

様

化

を

踏

ま

え

た

被

用

者

保

険

の

適

用

の

在

り

方

に

関

す

る

懇

談

会

」

で

は

、

従

業

員

数

に

応

じ

て

同

適

用

の

有

無

を

決

め

て

い

る

企

業

規

模

要

件

を

撤

廃

す

る

方

向

で

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

と

の

見

方

が

大

勢

を

占

め

た

と

さ

れ

て

お

り

、

同

要

件

は

近

い

将

来

、

撤

廃

さ

れ

る

可

能

性

が

高

ま

っ

て

い

る

。

　

一

般

に

「

従

業

員

数

」

と

い

え

ば

、

企

業

で

雇

用

さ

れ

る

労

働

者

数

と

な

る

が

、

社

会

保

険

の

適

用

の

要

件

を

判

断

す

る

「

従

業

員

数

」

を

数

え

る

場

合

は

、

そ

の

企

業

の

「

厚

生

年

金

保

険

の

適

用

対

象

者

数

（

被

保

険

者

数

）

」

で

判

断

す

る

。

具

体

的

に

は

、

フ

ル

タ

イ

ム

の

従

業

員

数

と

、

週

所

定

労

働

時

間

お

よ

び

月

所

定

労

働

日

数

が

フ

ル

タ

イ

ム

の

４

分

の

３

以

上

の

従

業

員

数

を

合

計

し

た

数

で

判

定

を

行

う

（

い

ず

れ

も

パ

ー

ト

や

ア

ル

バ

イ

ト

も

含

む

）

。

　

そ

の

上

で

、

新

た

に

社

会

保

険

の

加

入

対

象

（

義

務

）

と

な

る

従

業

員

は

、

パ

ー

ト

や

ア

ル

バ

イ

ト

の

う

ち

、

①

週

の

所

定

労

働

時

間

が

�

時

間

以

上

、

②

所

定

内

賃

金

が

月

額

８

万

８

０

０

０

円

（

年

収

換

算

で

約

１

０

６

万

円

）

以

上

、

③

雇

用

期

間

が

２

か

月

を

超

え

る

見

込

み

が

あ

る

、

④

学

生

で

は

な

い

―

―

の

す

べ

て

に

該

当

す

る

者

と

な

る

。

　

社

会

保

険

に

加

入

し

た

場

合

、

企

業

と

働

く

人

の

双

方

で

保

険

料

の

支

払

い

が

生

じ

る

も

の

の

、

働

く

人

の

医

療

や

年

金

の

保

障

が

充

実

す

る

。

令

和

２

年

の

法

改

正

時

の

推

計

に

よ

る

と

、

新

た

に

対

象

者

と

な

る

の

は

約

�

万

人

と

見

込

ま

れ

て

い

る

。

　

今

年

６

月

に

取

り

ま

と

め

ら

れ

た

、

い

わ

ゆ

る

骨

太

の

方

針

２

０

２

４

は

、

勤

労

者

皆

保

険

の

実

現

の

た

め

、

企

業

規

模

要

件

の

撤

廃

を

は

じ

め

短

時

間

労

働

者

へ

の

被

用

者

保

険

の

適

用

拡

大

の

徹

底

、

常

時

５

人

以

上

を

使

用

す

る

個

人

事

業

所

の

非

適

用

業

種

の

解

消

等

に

つ

い

て

結

論

を

得

る

な

ど

と

し

て

お

り

、

政

府

も

い

ず

れ

は

企

業

規

模

要

件

を

撤

廃

す

る

方

向

で

検

討

を

進

め

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

（

イ

デ

コ

）

の

加

入

者

で

、

従

来

は

国

民

年

金

の

第

１

号

被

保

険

者

（

主

な

対

象

は

厚

生

年

金

等

に

加

入

し

て

お

ら

ず

第

３

号

被

保

険

者

で

な

い

人

）

、

第

３

号

被

保

険

者

（

主

に

第

２

号

被

保

険

者

に

扶

養

さ

れ

て

い

る

配

偶

者

）

で

あ

っ

た

人

が

適

用

拡

大

に

よ

り

第

２

号

被

保

険

者

と

な

る

場

合

は

イ

デ

コ

の

種

別

変

更

が

必

要

と

な

る

。

手

続

き

を

し

な

い

場

合

は

被

保

険

者

種

別

相

違

に

よ

り

イ

デ

コ

の

掛

金

の

引

落

が

停

止

さ

れ

る

の

で

注

意

が

必

要

だ

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

遠

藤

　

ユ

リ

（

�

）

北

海

道

樺

戸

郡

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

女

性

部

委

員

。

滝

川

間

税

会

女

性

部

会

部

会

長

。

　

金

子

　

美

鳥

（

�

）

北

海

道

函

館

市

。

函

館

地

区

青

色

申

告

会

連

合

会

会

計

監

事

。

元

北

海

道

青

色

申

告

会

連

合

会

女

性

部

副

部

長

。

　

佐

藤

　

慶

一

（

�

）

北

海

道

小

樽

市

。

（

一

社

）

北

海

道

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

小

樽

法

人

会

会

長

。

　

成

澤

　

　

茂

（

�

）

北

海

道

函

館

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

函

館

間

税

会

会

長

。

　

村

井

　

順

一

（

�

）

北

海

道

釧

路

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

釧

路

間

税

会

会

長

。

　

赤

塚

　

英

夫

（

�

）

福

島

県

郡

山

市

。

東

北

六

県

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

郡

山

法

人

会

会

長

。

　

石

橋

　

直

三

（

�

）

青

森

県

八

戸

市

。

東

北

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

八

戸

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

小

田

島

秀

一

（

�

）

岩

手

県

北

上

市

。

元

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

元

花

北

間

税

会

会

長

。

　

田

中

　

善

一

（

�

）

仙

台

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

理

事

。

（

公

社

）

仙

台

中

法

人

会

会

長

。

　

村

越

　

正

道

（

�

）

秋

田

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

常

任

理

事

。

秋

田

南

間

税

会

会

長

。

　

池

田

　

一

義

（

�

）

さ

い

た

ま

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

副

会

長

。

（

公

社

）

浦

和

法

人

会

会

長

。

　

金

子

　

重

雄

（

�

）

栃

木

県

佐

野

市

。

関

東

信

越

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

佐

野

法

人

会

会

長

。

　

木

村

　

　

誠

（

�

）

茨

城

県

古

河

市

。

茨

城

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

古

河

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

小

暮

　

髙

史

（

�

）

群

馬

県

館

林

市

。

関

東

信

越

国

税

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

常

任

理

事

。

舘

林

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

笹

川

　

壽

一

（

�

）

新

潟

県

上

越

市

。

関

東

信

越

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

高

田

法

人

会

会

長

。

　

高

野

　

幹

也

（

�

）

新

潟

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

常

任

理

事

。

新

潟

間

税

会

会

長

。

　

中

川

喜

久

治

（

�

）

茨

城

県

土

浦

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

土

浦

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

古

澤

　

郁

夫

（

�

）

新

潟

県

十

日

町

市

。

関

東

信

越

間

税

会

連

合

会

理

事

。

十

日

町

間

税

会

会

長

。

　

諸

伏

　

勇

治

（

�

）

栃

木

県

真

岡

市

。

関

東

信

越

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

一

社

）

真

岡

法

人

会

会

長

。

　

矢

下

　

一

郎

（

�

）

長

野

県

大

町

市

。

長

野

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

大

町

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

横

井

　

英

明

（

�

）

埼

玉

県

春

日

部

市

。

関

東

信

越

間

税

会

連

合

会

理

事

。

春

日

部

間

税

会

会

長

。

　

石

澤

長

一

郎

（

�

）

東

京

都

千

代

田

区

。

東

京

国

税

局

間

税

会

連

合

会

理

事

。

神

田

間

税

会

会

長

。

　

石

橋

　

一

男

（

�

）

千

葉

県

香

取

市

。

千

葉

県

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

佐

原

間

税

会

顧

問

。

　

板

倉

　

孝

夫

（

�

）

千

葉

県

東

金

市

。

（

一

社

）

千

葉

県

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

（

一

社

）

東

金

青

色

申

告

会

会

長

。

　

稲

葉

　

秀

一

（

�

）

茨

城

県

取

手

市

。

（

一

社

）

東

京

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

麻

布

法

人

会

会

長

。

　

井

上

　

峰

夫

（

�

）

千

葉

県

匝

瑳

市

。

（

一

社

）

千

葉

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

銚

子

法

人

会

会

長

。

　

内

山

　

弘

通

（

�

）

千

葉

県

大

網

白

里

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

常

任

理

事

。

東

金

間

税

会

会

長

。

　

梶

野

　

武

宏

（

�

）

東

京

都

練

馬

区

。

（

一

社

）

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

（

一

社

）

練

馬

西

青

色

申

告

会

会

長

。

　

柴

田

　

豊

幸

（

�

）

東

京

都

杉

並

区

。

（

一

社

）

東

京

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

荻

窪

法

人

会

会

長

。

　

関

　

　

善

明

（

�

）

東

京

都

江

戸

川

区

。

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

江

戸

川

南

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

関

根

金

一

郎

（

�

）

千

葉

県

船

橋

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

船

橋

間

税

会

会

長

。

　

竹

ノ

上

藏

造

（

�

）

東

京

都

目

黒

区

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

理

事

。

（

公

社

）

芝

法

人

会

会

長

。

　

永

塚

　

光

夫

（

�

）

東

京

都

杉

並

区

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

杉

並

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

新

倉

　

　

裕

（

�

）

相

模

原

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

常

任

理

事

。

（

公

社

）

相

模

原

法

人

会

会

長

。

　

萩

原

　

利

光

（

�

）

東

京

都

板

橋

区

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

板

橋

間

税

会

会

長

。

　

橋

本

　

良

子

（

�

）

東

京

都

目

黒

区

。

（

一

社

）

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

（

一

財

）

め

ぐ

ろ

青

色

申

告

会

理

事

長

。

　

松

川

　

吉

男

（

�

）

千

葉

県

市

川

市

。

（

一

社

）

千

葉

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

市

川

法

人

会

会

長

。

　

丸

岡

千

鶴

子

（

�

）

東

京

都

中

野

区

。

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

中

野

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

三

田

　

　

茂

（

�

）

東

京

都

足

立

区

。

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

理

事

。

（

一

財

）

足

立

青

色

申

告

会

理

事

長

。

　

小

杉

　

雄

二

（

�

）

金

沢

市

。

北

陸

間

税

会

連

合

会

理

事

。

金

沢

間

税

会

副

会

長

。

　

武

内

　

繁

和

（

�

）

東

京

都

目

黒

区

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

常

任

理

事

。

（

公

社

）

富

山

法

人

会

会

長

。

　

松

木

　

延

倫

（

�

）

福

井

市

。

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

理

事

。

福

井

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

飯

田

　

隆

典

（

�

）

三

重

県

鈴

鹿

市

。

東

海

法

人

会

連

合

会

常

任

理

事

。

（

公

社

）

鈴

鹿

法

人

会

会

長

。

　

飯

塚

　

眞

章

（

�

）

静

岡

市

。

東

海

青

色

申

告

会

連

合

会

常

任

理

事

。

（

一

社

）

静

岡

青

色

申

告

会

会

長

。

　

伊

藤

　

歳

恭

（

�

）

三

重

県

四

日

市

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

常

任

理

事

。

（

公

社

）

津

法

人

会

会

長

。

　

宇

野

　

恭

生

（

�

）

三

重

県

松

阪

市

。

東

海

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

松

阪

間

税

会

副

会

長

。

　

工

藤

　

　

智

（

�

）

岐

阜

県

関

市

。

東

海

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

中

濃

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

髙

須

　

博

久

（

�

）

愛

知

県

豊

橋

市

。

東

海

法

人

会

連

合

会

常

任

理

事

。

（

一

社

）

東

三

河

法

人

会

会

長

。

　

野

畑

　

国

久

（

�

）

岐

阜

県

高

山

市

。

東

海

青

色

申

告

会

連

合

会

常

任

理

事

。

飛

騨

青

色

申

告

会

会

長

。

　

光

田

　

敏

夫

（

�

）

名

古

屋

市

。

東

海

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

熱

田

法

人

会

副

会

長

。

　

山

内

　

勝

己

（

�

）

浜

松

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

浜

松

西

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

山

﨑

　

秀

夫

（

�

）

愛

知

県

西

尾

市

。

東

海

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

西

尾

法

人

会

会

長

。

　

岩

佐

　

隆

雄

（

�

）

兵

庫

県

明

石

市

。

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

理

事

。

明

石

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

尾

賀

　

康

裕

（

�

）

滋

賀

県

近

江

八

幡

市

。

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

常

任

理

事

。

近

江

八

幡

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

岡

野

　

益

巳

（

�

）

京

都

市

。

（

公

社

）

左

京

納

税

協

会

副

会

長

。

　

國

貞

　

照

夫

（

�

）

大

阪

府

豊

中

市

。

豊

能

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

　

阪

中

　

雅

博

（

�

）

大

阪

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

浪

速

区

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

篠

原

　

準

治

（

�

）

大

阪

府

吹

田

市

。

吹

田

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

　

中

川

　

幸

紀

（

�

）

京

都

府

福

知

山

市

。

（

公

社

）

福

知

山

納

税

協

会

顧

問

。

元

（

公

財

）

納

税

協

会

連

合

会

副

会

長

。

　

中

村

　

尚

義

（

�

）

兵

庫

県

洲

本

市

。

元

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

理

事

。

元

淡

路

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

吉

住

　

俊

一

（

�

）

兵

庫

県

丹

波

市

。

（

公

財

）

納

税

協

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

柏

原

納

税

協

会

会

長

。

　

出

雲

　

洋

佑

（

�

）

広

島

市

。

中

国

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

安

芸

地

区

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

大

森

　

　

茂

（

�

）

岡

山

県

都

窪

郡

。

中

国

地

方

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

岡

山

西

法

人

会

会

長

。

　

川

田

　

浩

徳

（

�

）

岡

山

市

。

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

理

事

。

岡

山

東

青

色

申

告

会

会

長

。

　

末

澤

　

由

博

（

�

）

岡

山

県

津

山

市

。

広

島

国

税

局

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

津

山

間

税

会

会

長

。

　

西

丸

　

　

隆

（

�

）

山

口

県

宇

部

市

。

広

島

国

税

局

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

宇

部

間

税

会

会

長

。

　

松

田

　

　

久

（

�

）

岡

山

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

理

事

。

（

公

社

）

岡

山

東

法

人

会

会

長

。

　

山

下

　

　

豊

（

�

）

岡

山

県

真

庭

市

。

岡

山

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

理

事

。

真

庭

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

山

中

　

英

雄

（

�

）

鳥

取

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

理

事

。

（

公

社

）

鳥

取

法

人

会

会

長

。

　

青

木

　

陽

一

（

�

）

高

知

市

。

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

副

会

長

。

高

知

県

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

池

尻

　

英

昭

（

�

）

徳

島

県

三

好

市

。

四

国

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

池

田

法

人

会

会

長

。

　

久

保

　

　

登

（

�

）

松

山

市

。

四

国

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

大

洲

喜

多

法

人

会

会

長

。

　

西

渕

　

正

和

（

�

）

徳

島

県

阿

波

市

。

四

国

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

阿

波

麻

植

間

税

会

会

長

。

　

芦

澤

　

惠

一

（

�

）

福

岡

市

。

九

州

北

部

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

東

福

岡

法

人

会

会

長

。

　

異

島

　

明

子

（

�

）

北

九

州

市

。

福

岡

国

税

局

間

税

会

連

合

会

理

事

。

小

倉

間

税

会

副

会

長

。

　

長

谷

　

広

信

（

�

）

福

岡

県

久

留

米

市

。

北

部

九

州

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

久

留

米

青

色

申

告

会

会

長

。

　

石

原

　

　

学

（

�

）

宮

崎

県

都

城

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

都

城

間

税

会

会

長

。

　

木

之

田

紀

子

（

�

）

熊

本

市

。

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

副

会

長

。

（

一

社

）

熊

本

西

青

色

申

告

会

会

長

。

　

下

地

　

信

輔

（

�

）

沖

縄

県

宮

古

島

市

。

沖

縄

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

宮

古

青

色

申

告

会

会

長

。

【

租

税

教

育

の

推

進

を

通

じ

て

納

税

道

義

の

高

揚

に

功

績

の

あ

っ

た

人

】

　

小

栁

　

光

春

（

�

）

埼

玉

県

深

谷

市

。

　

田

中

　

政

文

（

�

）

群

馬

県

藤

岡

市

。

　

澁

谷

あ

ゆ

み

（

�

）

東

京

都

杉

並

区

。

　

宮

崎

三

喜

男

（

�

）

神

奈

川

県

海

老

名

市

。

　

村

松

　

大

輔

（

�

）

東

京

都

葛

飾

区

。

　

藤

田

　

清

司

（

�

）

和

歌

山

県

紀

の

川

市

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

我

が

国

で

は

、

過

疎

地

で

あ

れ

、

都

市

部

で

あ

れ

、

空

家

の

増

加

と

そ

の

管

理

が

深

刻

な

問

題

と

な

っ

て

い

る

。

も

っ

と

も

、

過

疎

地

と

都

市

部

と

で

は

、

そ

の

問

題

の

内

容

が

相

当

異

な

る

よ

う

で

あ

る

。

前

者

は

、

人

口

流

出

が

最

大

の

問

題

で

あ

ろ

う

が

、

都

市

部

に

つ

い

て

は

、

固

定

資

産

税

の

負

担

が

大

き

な

問

題

と

な

っ

て

い

る

。

　

都

市

部

で

あ

れ

ば

、

利

用

す

る

目

的

の

な

い

空

家

で

あ

れ

ば

早

く

更

地

に

し

て

次

の

利

用

に

備

え

た

方

が

、

そ

の

空

家

の

所

有

者

に

と

っ

て

も

、

ま

た

、

周

囲

の

環

境

問

題

に

お

い

て

も

望

ま

し

い

は

ず

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

そ

れ

が

で

き

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

。

そ

の

最

大

の

原

因

が

、

更

地

に

す

る

と

、

固

定

資

産

税

の

負

担

が

数

倍

に

増

加

す

る

か

ら

で

あ

る

、

と

い

う

。

　

そ

の

た

め

、

特

定

空

家

等

に

該

当

し

、

市

区

町

村

か

ら

の

勧

告

に

対

し

て

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

い

空

き

家

に

つ

い

て

は

固

定

資

産

税

の

軽

減

措

置

が

受

け

ら

れ

な

い

。

し

か

し

、

真

の

問

題

は

、

軽

減

し

な

け

れ

ば

宅

地

を

保

有

で

き

な

い

よ

う

な

固

定

資

産

税

の

課

税

方

法

に

あ

る

も

の

と

も

考

え

ら

れ

る

。

　

地

方

税

法

上

の

宅

地

の

固

定

資

産

税

の

負

担

は

毎

年

、

そ

の

宅

地

の

「

適

正

な

時

価

」

に

標

準

税

率

１

・

７

％

（

固

定

資

産

税

１

・

４

％

、

都

市

計

画

税

０

・

３

％

）

を

乗

じ

て

算

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

の

「

適

正

な

時

価

」

に

つ

い

て

は

、

昭

和

の

時

代

に

は

、

地

方

税

当

局

は

、

収

益

価

格

に

よ

っ

て

評

価

す

べ

き

と

し

て

、

比

較

的

低

額

で

評

価

し

て

い

た

。

　

と

こ

ろ

が

、

地

方

税

当

局

は

、

地

価

税

の

導

入

に

対

抗

す

る

た

め

、

平

成

６

年

度

の

評

価

替

え

に

当

た

り

、

「

適

正

な

時

価

」

を

地

価

公

示

価

格

の

７

割

に

引

き

上

げ

る

こ

と

に

し

た

。

そ

の

た

め

、

都

市

部

で

は

、

宅

地

の

固

定

資

産

税

評

価

額

が

前

年

度

の

�

倍

を

超

え

る

と

こ

ろ

が

続

出

し

た

。

そ

し

て

、

そ

れ

を

不

満

と

し

て

、

審

査

の

申

出

が

１

万

件

を

超

え

る

と

い

う

深

刻

な

事

態

に

な

っ

た

。

　

そ

の

た

め

、

地

方

税

当

局

は

、

固

定

資

産

税

評

価

額

大

幅

引

上

げ

の

緩

和

策

と

し

て

、

所

定

の

負

担

調

整

を

講

じ

、

住

宅

用

宅

地

に

つ

い

て

は

、

２

０

０

平

方

メ

ー

ト

ル

ま

で

評

価

額

を

６

分

の

１

に

す

る

特

例

を

設

け

た

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

措

置

は

、

過

渡

的

の

よ

う

で

あ

り

、

時

期

が

来

た

ら

７

割

評

価

に

戻

す

意

向

は

隠

し

て

い

な

い

よ

う

で

あ

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

前

述

の

「

適

正

な

時

価

」

の

意

義

に

つ

い

て

、

多

く

の

最

高

裁

判

決

（

最

判

平

�

・

６

・

�

等

）

が

、

市

場

で

「

通

常

取

引

さ

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

「

客

観

的

交

換

価

値

」

で

あ

る

と

解

し

て

お

り

、

有

力

な

学

説

も

反

論

し

て

い

な

い

。

こ

の

よ

う

な

「

客

観

的

交

換

価

値

」

と

い

う

考

え

方

は

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

上

の

「

価

額

」

並

び

に

相

続

税

法

上

の

「

時

価

」

の

解

釈

と

共

通

し

て

お

り

、

固

定

資

産

税

が

保

有

税

で

あ

る

と

い

う

特

徴

が

無

視

さ

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

保

有

説

で

あ

る

以

上

、

保

有

す

る

こ

と

に

よ

り

生

ず

る

収

益

（

利

益

）

に

応

じ

た

税

負

担

が

求

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

し

か

し

、

前

述

の

よ

う

な

地

方

税

法

上

の

税

率

を

前

提

に

す

る

と

、

次

の

よ

う

な

問

題

が

生

じ

る

。

最

近

、

我

が

家

の

近

く

（

閑

静

な

住

宅

地

、

駅

ま

で

７

～

８

分

）

で

宅

地

の

売

出

し

が

あ

り

、

約

１

４

０

平

方

メ

ー

ト

ル

で

２

億

円

と

い

う

。

こ

れ

に

、

庭

な

し

の

家

を

８

０

０

０

万

円

で

建

て

る

と

、

毎

年

４

７

６

万

円

の

固

定

資

産

税

が

課

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

で

は

、

到

底

無

理

と

い

う

こ

と

で

、

�

平

方

メ

ー

ト

ル

の

中

古

マ

ン

シ

ョ

ン

を

１

億

円

で

買

い

、

老

後

の

住

み

か

に

す

る

に

し

て

も

、

毎

年

１

７

０

万

円

の

固

定

資

産

税

を

負

担

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

そ

れ

で

は

、

持

ち

家

を

諦

め

て

、

借

家

住

ま

い

に

す

る

に

し

て

も

、

固

定

資

産

税

が

前

述

の

地

方

税

法

ど

お

り

に

課

税

さ

れ

る

と

、

家

賃

も

数

倍

に

上

昇

す

る

こ

と

に

な

り

、

そ

れ

で

は

、

一

般

的

な

年

金

生

活

は

お

ぼ

つ

か

な

く

な

る

。

　

こ

の

よ

う

な

例

を

考

え

て

み

る

と

、

そ

も

そ

も

、

地

方

税

法

上

の

「

適

正

な

時

価

」

を

学

説

・

判

例

が

い

う

よ

う

に

「

客

観

的

交

換

価

値

」

と

解

し

、

法

定

の

税

率

１

・

７

％

を

適

用

し

て

、

固

定

資

産

税

を

負

担

さ

せ

る

こ

と

は

非

現

実

的

で

あ

る

。

な

ら

ば

、

保

有

税

と

し

て

妥

当

な

税

負

担

額

を

求

め

る

に

は

、

「

適

正

な

時

価

」

の

解

釈

を

変

え

る

か

、

税

率

を

是

正

す

る

方

法

し

か

な

い

は

ず

で

あ

る

。

現

在

は

、

そ

れ

を

負

担

調

整

と

小

規

模

宅

地

の

特

例

で

凌

ぎ

、

そ

れ

も

一

時

的

な

も

の

と

匂

わ

し

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

。

　

結

局

、

都

市

部

の

空

家

問

題

は

、

固

定

資

産

税

制

度

を

根

本

的

に

見

直

し

、

更

地

に

し

て

も

固

定

資

産

税

額

の

負

担

を

増

加

し

な

い

、

と

い

う

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

送

る

こ

と

に

よ

っ

て

解

決

す

る

の

が

最

善

の

策

と

言

え

る

。

　ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）と並んで使用

される言語で、「デジタイゼーション」や「デジタライゼーシ

ョン」というものがあります。

　似たような言い回しですが、「デジタイゼーション」は、た

とえば紙で扱うアナログな情報をスキャンするなどしてデータ

化するような、いわば「物」から「データ」への変換といった

技術の変革を指し、「デジタライゼーション」は、デジタル技

術を活用して業務体系やビジネスモデルの最適化を図るといっ

た、手段と方法の変革を指します。

　ここまで本稿でご紹介してきた、データ管理や会計システム

に係るクラウドサービスの利用、電子帳簿保存法への技術的な

対応、ＩＴを活用したインボイスの管理、セキュリティとバッ

クアップの強化、税務行政のデジタル化などは、いずれもデジ

タイゼーションやデジタライゼーションに含まれるものと言っ

て良いと思います。

　これらはあくまで「技術」あるいは「手段」の変更ですので、

こうした対応を用いて、事業活動の組織・プロセス・企業文化

・風土を変革して、競争上の優位を確立していくことが、「Ｄ

Ｘ」と呼ばれる改革になるのだと考えられます。

　情報の共有が進み、コミュニケーションの方法が多様化され、

書類の保管や管理といった物理的な業務が抑えられ、手間と時

間が大幅に削減されていくのがデジタル化のメリットですが、

そこに生み出された機会を如何にクリエイティブに利用してい

くのかが、今「ヒト」に問われているのだと思います。

　平成�年に経済産業省が公表した「ＤＸレポート～ＩＴシス

テム『２０２５年の崖』の克服とＤＸの本格的な展開～」という資

料の中で、「既存システムが老朽化・複雑化・ブラックボック

ス化する中では、データを十分に活用しきれず、新しいデジタ

ル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限定的で

あるため、その効果も限定的となってしまう」との指摘がされ

ています。新しい技術を導入するとしても、それが非効率的で

アンバランスであれば、ＤＸの真の恩恵は受けられないという

ことですので、これに対応するためには、事業内のシステムの

現状把握と、有効な新技術の模索が必要です。

　会計や税務に関連する業務は、事業の中では補助的で守備的

なものかもしれませんが、事務的な作業であるからこそ、こう

したデジタル化に真っ先に対応を余儀なくされる業務でもあり

ます。そしてその対応の中で見出されたメソッドが、上記のよ

うな指摘を回避し、事業全体に好影響を与えるという可能性を

想像してみて頂きたいのです。

　その可能性に繋げるためには、会計・税務のデジタル化を義

務的にやむを得ず取り込むといった姿勢ではなく、より積極的

に、これこそが改革の最前線を担っているという意識が重要だ

と考えます。 （おわり）

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

本

書

は

、

「

相

続

」

そ

の

も

の

の

捉

え

方

か

ら

、

相

続

税

・

贈

与

税

に

関

し

て

の

基

礎

知

識

・

実

務

処

理

の

仕

方

ま

で

を

平

易

に

解

説

し

た

も

の

。

　

相

続

税

法

に

は

「

相

続

」

「

遺

贈

」

「

相

続

の

開

始

」

に

関

し

て

の

規

定

が

な

く

、

こ

の

た

め

に

必

須

な

民

法

や

家

事

事

件

手

続

法

に

関

し

て

も

詳

解

。

設

例

や

各

種

申

告

書

、

明

細

書

の

記

載

例

を

充

実

さ

せ

た

実

務

と

申

告

に

便

利

な

必

備

書

。

　

質

疑

応

答

で

は

、

「

譲

渡

所

得

に

係

る

準

確

定

申

告

に

よ

る

所

得

税

額

の

債

務

控

除

」

「

配

偶

者

が

遺

産

の

分

割

前

に

死

亡

し

て

い

る

場

合

の

配

偶

者

の

税

額

軽

減

」

「

祖

父

と

父

か

ら

時

期

を

異

に

し

て

農

地

の

贈

与

を

受

け

る

場

合

の

贈

与

税

の

納

税

猶

予

」

「

路

線

価

の

高

い

路

線

の

影

響

を

受

け

る

度

合

い

が

著

し

く

少

な

い

場

合

の

評

価

」

「

指

定

容

積

率

の

異

な

る

２

以

上

の

地

域

に

わ

た

る

場

合

の

容

積

率

の

判

定

」

「

貸

駐

車

場

と

し

て

利

用

し

て

い

る

土

地

の

評

価

」

「

同

族

株

主

が

い

な

い

会

社

の

株

主

の

議

決

権

割

合

の

判

定

」

「

株

式

の

割

当

て

を

受

け

る

権

利

等

が

発

生

し

て

い

る

場

合

の

価

額

修

正

の

要

否

」

な

ど

の

項

目

を

掲

載

し

て

い

る

。

　

Ｂ

５

判

、

１

２

８

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

９

５

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

過

少

申

告

と

な

っ

た

の

は

、

知

人

が

虚

偽

の

内

容

の

確

定

申

告

を

し

た

こ

と

が

原

因

で

あ

り

、

請

求

人

が

知

人

に

確

定

申

告

を

委

託

し

た

と

認

め

ら

れ

る

た

め

、

そ

の

申

告

は

請

求

人

が

行

っ

た

も

の

と

し

て

取

り

扱

う

の

が

相

当

で

あ

り

、

過

少

申

告

と

な

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

「

正

当

な

理

由

」

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

原

処

分

庁

の

調

査

に

基

づ

き

、

所

得

税

等

の

修

正

申

告

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

過

少

申

告

と

な

っ

た

の

は

、

請

求

人

の

知

人

が

請

求

人

の

提

供

し

た

個

人

情

報

を

用

い

て

、

請

求

人

に

と

っ

て

身

に

覚

え

の

な

い

内

容

の

請

求

人

名

義

の

確

定

申

告

書

等

を

提

出

し

た

こ

と

が

原

因

で

あ

り

、

請

求

人

は

被

害

者

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

過

少

申

告

と

な

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

国

税

通

則

法

第

�

条

《

過

少

申

告

加

算

税

》

第

４

項

第

１

号

に

規

定

す

る

「

正

当

な

理

由

」

が

あ

る

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

５

年

９

月

６

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

令

和

２

年

分

及

び

３

年

分

（

本

件

各

年

分

）

に

お

い

て

、

給

与

支

払

者

か

ら

給

与

の

支

払

を

受

け

る

給

与

所

得

者

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

４

年

５

月

�

日

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

に

必

要

な

利

用

者

識

別

番

号

（

Ｉ

Ｄ

）

及

び

パ

ス

ワ

ー

ド

（

Ｐ

Ｗ

）

の

発

行

手

続

を

行

い

、

同

日

、

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

を

取

得

し

た

（

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

）

。

　

４

年

７

月

�

日

、

請

求

人

名

義

の

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

確

定

申

告

書

（

本

件

各

確

定

申

告

書

）

及

び

各

収

支

内

訳

書

（

本

件

各

確

定

申

告

書

と

各

収

支

内

訳

書

を

併

せ

て

本

件

各

確

定

申

告

書

等

）

が

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

を

利

用

し

て

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

本

件

各

確

定

申

告

書

等

の

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

こ

と

に

よ

り

、

原

処

分

庁

に

提

出

さ

れ

た

（

本

件

各

確

定

申

告

）

。

　

本

件

各

確

定

申

告

は

、

企

画

営

業

等

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

損

失

の

金

額

が

生

じ

た

と

し

て

、

源

泉

徴

収

税

額

の

還

付

を

求

め

る

も

の

で

あ

る

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

（

本

件

調

査

担

当

職

員

）

は

、

４

年

�

月

�

日

、

請

求

人

の

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

調

査

（

本

件

調

査

）

を

開

始

し

た

。

本

件

調

査

担

当

職

員

は

、

４

年

�

月

�

日

、

請

求

人

に

対

し

、

本

件

調

査

に

基

づ

き

調

査

結

果

の

説

明

を

行

い

、

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

修

正

申

告

を

勧

奨

し

た

。

こ

れ

を

受

け

、

同

日

、

請

求

人

は

、

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

修

正

申

告

書

（

本

件

各

修

正

申

告

書

）

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

　

本

件

各

修

正

申

告

書

に

は

、

本

件

各

年

分

の

所

得

と

し

て

、

給

与

支

払

者

か

ら

の

給

与

所

得

の

み

が

記

載

さ

れ

、

事

業

所

得

に

係

る

収

入

金

額

及

び

所

得

金

額

は

い

ず

れ

も

零

円

と

記

載

さ

れ

て

い

た

。

ま

た

、

源

泉

徴

収

税

額

は

本

件

各

修

正

申

告

書

の

う

ち

２

年

分

に

の

み

記

載

さ

れ

て

い

た

。

請

求

人

の

主

張

　

過

少

申

告

と

な

っ

た

の

は

請

求

人

の

知

人

（

本

件

知

人

）

が

請

求

人

の

提

供

し

た

個

人

情

報

を

用

い

て

請

求

人

名

義

の

虚

偽

の

内

容

の

確

定

申

告

書

等

を

提

出

し

た

こ

と

が

原

因

で

あ

り

、

請

求

人

に

は

本

件

各

確

定

申

告

書

等

を

提

出

し

た

こ

と

に

つ

い

て

は

身

に

覚

え

が

な

く

、

請

求

人

は

個

人

情

報

を

悪

用

さ

れ

た

被

害

者

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

国

税

通

則

法

第

�

条

《

過

少

申

告

加

算

税

》

第

４

項

第

１

号

に

規

定

す

る

「

正

当

な

理

由

」

が

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

（

認

定

事

実

）

　

本

件

知

人

は

、

請

求

人

が

以

前

、

働

い

て

い

た

飲

食

店

の

客

で

あ

り

、

４

年

５

月

頃

、

本

件

知

人

か

ら

確

定

申

告

を

行

え

ば

税

金

が

返

っ

て

く

る

と

聞

い

た

。

請

求

人

は

一

度

も

確

定

申

告

を

し

た

こ

と

が

な

く

、

申

告

方

法

が

分

か

ら

な

か

っ

た

と

こ

ろ

、

本

件

知

人

か

ら

、

代

わ

り

に

確

定

申

告

を

す

る

の

で

、

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

を

取

得

し

て

ほ

し

い

と

言

わ

れ

た

た

め

、

請

求

人

は

、

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

を

取

得

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

知

人

か

ら

、

請

求

人

の

確

定

申

告

書

を

提

出

す

る

た

め

、

請

求

人

名

義

の

銀

行

口

座

の

通

帳

と

運

転

免

許

証

も

送

付

し

て

ほ

し

い

と

言

わ

れ

た

こ

と

か

ら

、

本

件

知

人

を

信

用

し

て

、

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

等

を

Ｓ

Ｎ

Ｓ

を

通

じ

て

本

件

知

人

に

送

信

し

た

。

な

お

、

請

求

人

は

、

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

を

本

件

知

人

以

外

の

第

三

者

に

教

え

た

こ

と

は

な

い

。

　

請

求

人

は

、

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

等

を

送

信

し

た

数

日

後

、

本

件

知

人

か

ら

、

２

か

月

く

ら

い

し

た

ら

、

税

務

署

か

ら

�

万

円

程

、

請

求

人

名

義

の

銀

行

口

座

に

振

り

込

ま

れ

る

の

で

、

本

件

知

人

に

そ

の

半

分

を

渡

す

よ

う

言

わ

れ

た

。

　

請

求

人

は

、

そ

の

後

、

請

求

人

名

義

の

銀

行

口

座

に

税

務

署

か

ら

金

銭

が

振

り

込

ま

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

本

件

知

人

に

連

絡

し

た

が

、

本

件

知

人

と

は

連

絡

が

取

れ

な

い

状

況

と

な

っ

た

。

（

検

討

）

　

請

求

人

は

、

請

求

人

の

確

定

申

告

を

本

件

知

人

に

し

て

も

ら

う

た

め

に

、

本

件

知

人

の

求

め

に

応

じ

、

本

件

知

人

に

請

求

人

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

に

必

要

な

本

件

Ｉ

Ｄ

・

Ｐ

Ｗ

等

の

個

人

情

報

を

提

供

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

す

れ

ば

、

確

定

申

告

書

等

の

作

成

及

び

提

出

を

本

件

知

人

に

委

託

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

と

こ

ろ

、

請

求

人

の

確

定

申

告

が

過

少

申

告

と

な

っ

た

原

因

は

、

本

件

知

人

が

請

求

人

の

委

託

に

基

づ

き

作

成

し

た

確

定

申

告

書

等

の

内

容

が

虚

偽

の

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

で

あ

る

と

い

え

る

。

　

そ

し

て

、

そ

の

委

託

を

受

け

た

本

件

知

人

が

請

求

人

に

代

わ

っ

て

し

た

確

定

申

告

は

、

請

求

人

が

行

っ

た

申

告

と

し

て

取

り

扱

う

の

が

相

当

で

あ

る

か

ら

、

請

求

人

が

確

定

申

告

書

等

を

自

ら

提

出

し

て

お

ら

ず

、

そ

の

内

容

を

知

ら

な

か

っ

た

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

は

、

真

に

請

求

人

の

責

め

に

帰

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

客

観

的

な

事

情

に

は

該

当

せ

ず

、

過

少

申

告

加

算

税

の

趣

旨

に

照

ら

し

て

も

、

な

お

請

求

人

に

過

少

申

告

加

算

税

を

賦

課

す

る

こ

と

が

不

当

ま

た

は

酷

に

な

る

場

合

に

該

当

す

る

と

は

い

え

な

い

か

ら

、

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　最終回となる今回は、フリー

ランス保護法に違反する行為が

あった場合の対応について説明

します。

　フリーランス保護法におい

て、発注事業者（特定業務委託

事業者）に課せられた義務に違

反するような行為があった場

合、違反行為を受けたフリーラ

ンス（特定受託事業者）は、こ

の後紹介するフリーランス・ト

ラブル１１０番を経由するなどに

よって、公正取引委員会、中小

企業庁、厚生労働省に今後設置

される窓口に申告できるように

なります。

　その申告の内容に応じて、行

政機関は、報告徴収・立入検査

といった調査を行い、特定業務

委託事業者に対して指導・助言

のほか、勧告を行い、勧告に従

わない場合には命令・公表がで

きることとされています。命令

違反には�万円以下の罰金とな

っています。なお、行政機関へ

の申告は、オンラインでも行う

ことができるようになります。

　また、特定受託事業者が行政

機関の窓口に申告をしたとき

に、特定業務委託事業者はそれ

を理由に特定受託事業者に対し

て、契約を解除する、今後の取

引を行わないようにするといっ

た不利益な取扱いをしてはなら

ないと規定されています。

　フリーランス・トラブル１１０

番は、フリーランスと発注事業

者とのトラブルについて、弁護

士にワンストップで相談できる

窓口として令和２年�月から設

置されている相談窓口です。

　フリーランス・トラブル１１０

番では、①フリーランス保護法

に関するトラブルはもちろんの

こと、②フリーランス保護法の

適用とならない取引上のトラブ

ル、例えば、発注者が消費者で

ある場合、または、相談内容が

フリーランスからの契約解除

や、発注事業者からの損害賠償

請求などについても相談できる

窓口になっています。

　窓口に相談が寄せられると、

弁護士による電話やメール、対

面・オンラインなどの個別相談

対応、また、相談者と相手方の

話を聞いて和解あっせんを実施

する対応を行っています。

　さらに、相談者がフリーラン

ス保護法の違反について、行政

機関の対応を希望される場合に

は、フリーランス・トラブル１１０

番が、公正取引委員会、中小企

業庁、厚生労働省への申告の案

内を行うことになっています。

　フリーランス・トラブル１１０番

の電話番号は０１２０―５３２―１１０、

受付時間は９時�分から�時�

分（土日祝日を除く）、相談の

実施場所は東京都千代田区霞が

関１―１―３弁護士会館９階と

なっています。

　フリーランス保護法の施行日

は、約１か月後の令和６年�月

１日です。公正取引委員会や厚

労省のホームページでは、フリ

ーランス保護法に関するサイト

が開設されており、各種資料や

Ｑ＆Ａ、解説動画などが掲載さ

れていますので、フリーランス

保護法に関する詳細な情報を得

ることができます。（おわり）

　

基

本

事

項

は

、

ど

の

分

野

に

も

あ

る

。

最

初

に

言

語

化

に

成

功

し

た

書

物

は

、

そ

の

分

野

の

バ

イ

ブ

ル

に

な

る

。

　

「

読

ん

で

お

く

と

い

い

で

す

よ

。

税

務

訴

訟

が

１

冊

に

ま

と

ま

っ

て

い

る

か

ら

」

　

新

人

弁

護

士

と

し

て

鳥

飼

総

合

法

律

事

務

所

に

入

所

し

た

�

年

前

の

秋

。

こ

ん

な

言

葉

を

か

け

て

く

れ

た

姉

弁

（

女

性

の

先

輩

弁

護

士

）

は

、

頭

脳

明

晰

。

修

習

の

期

は

４

つ

上

で

、

当

時

５

年

目

の

若

手

弁

護

士

だ

っ

た

は

ず

だ

が

、

教

え

て

も

ら

っ

た

こ

と

は

数

知

れ

な

い

。

と

い

う

よ

り

、

「

こ

れ

を

読

む

と

い

い

」

と

い

っ

た

端

的

な

助

言

が

、

い

つ

も

具

体

的

だ

っ

た

。

　

こ

う

し

て

紹

介

さ

れ

読

ん

だ

中

尾

先

生

の

『

税

務

訴

訟

入

門

』

は

、

当

時

は

縦

書

き

だ

っ

た

。

そ

し

て

、

い

ま

よ

り

コ

ン

パ

ク

ト

で

、

手

ご

ろ

な

１

冊

に

み

え

た

。

　

司

法

修

習

を

終

え

て

弁

護

士

に

な

っ

た

ば

か

り

な

の

に

、

通

常

の

民

事

訴

訟

と

異

な

る

特

殊

分

野

に

い

き

な

り

関

与

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

当

時

盛

ん

に

あ

っ

た

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

訴

訟

の

訴

状

作

成

な

ど

が

多

く

あ

り

、

そ

の

下

書

き

を

や

ら

せ

て

も

ら

っ

て

い

た

記

憶

が

あ

る

。

　

ど

ん

な

内

容

の

判

決

を

求

め

る

の

か

。

こ

れ

を

記

載

す

る

の

が

「

請

求

の

趣

旨

」

な

の

だ

が

、

「

被

告

は

原

告

に

金

１

０

０

万

円

を

支

払

え

。

」

の

よ

う

な

通

常

の

民

事

訴

訟

の

書

き

方

と

違

っ

て

、

随

分

と

複

雑

に

な

る

の

が

、

税

務

訴

訟

だ

っ

た

。

　

税

務

署

長

か

ら

さ

れ

る

課

税

処

分

は

、

同

じ

納

税

者

に

、

所

得

税

な

ら

複

数

年

分

さ

れ

、

加

算

税

の

賦

課

決

定

も

あ

る

。

処

分

後

に

減

額

さ

れ

た

り

増

額

さ

れ

た

り

と

、

く

り

返

さ

れ

た

更

正

処

分

も

普

通

に

あ

っ

た

。

訴

状

で

「

ど

の

処

分

」

の

「

ど

の

部

分

」

の

取

消

し

を

求

め

る

べ

き

な

の

か

、

こ

ん

が

ら

が

る

案

件

で

あ

る

。

　

明

確

な

法

の

定

め

が

な

い

の

で

、

見

解

も

分

か

れ

る

。

先

例

を

ひ

も

解

く

し

か

な

い

の

だ

が

、

理

論

・

根

拠

も

含

め

、

「

で

す

ま

す

調

」

で

、

分

か

り

や

す

く

解

説

さ

れ

て

い

た

の

が

、

本

書

だ

っ

た

。

　

こ

の

分

野

に

入

門

す

る

人

の

数

は

、

ま

ず

少

な

い

で

あ

ろ

う

。

税

務

判

例

を

読

む

人

は

そ

れ

な

り

に

い

る

と

し

て

も

、

代

理

人

に

な

っ

て

裁

判

所

に

書

面

を

作

成

し

て

提

出

す

る

。

そ

ん

な

訴

訟

活

動

を

す

る

職

業

人

は

、

限

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

　

そ

ん

な

分

野

に

も

「

入

門

書

」

を

執

筆

す

る

著

者

が

い

た

。

中

尾

巧

先

生

は

大

阪

高

検

検

事

長

も

つ

と

め

た

検

察

官

出

身

の

方

（

現

在

は

弁

護

士

）

で

、

税

務

訴

訟

の

課

税

庁

側

を

担

当

さ

れ

た

経

歴

も

あ

る

。

こ

の

分

野

の

書

き

手

と

し

て

は

、

「

理

想

中

の

理

想

」

で

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

　

そ

ん

な

待

望

の

本

が

産

声

を

あ

げ

た

と

き

、

わ

た

し

は

高

校

生

だ

っ

た

か

ら

、

当

時

の

こ

と

は

勿

論

知

ら

な

い

。

　

と

こ

ろ

が

、

現

在

の

最

新

版

で

は

、

「

新

」

の

タ

イ

ト

ル

と

と

も

に

、

な

ん

と

共

著

者

に

わ

た

し

が

加

わ

っ

た

。

ひ

ま

わ

り

　

表

紙

に

は

向

日

葵

の

絵

が

あ

る

の

だ

が

、

こ

う

し

た

絵

を

描

く

才

能

も

あ

る

先

生

は

、

納

税

者

の

代

理

人

を

つ

と

め

て

き

た

弁

護

士

に

は

、

課

税

庁

側

と

し

て

対

峙

す

る

よ

う

に

も

見

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

　

し

か

し

、

実

務

家

の

痒

い

と

こ

ろ

に

、

手

が

届

く

。

至

れ

り

尽

く

せ

り

の

本

書

に

、

共

著

者

と

し

て

目

を

通

す

と

、

見

方

に

違

い

は

な

く

、

細

部

も

一

致

し

て

い

た

。

　

き

っ

と

客

観

性

・

汎

用

性

を

、

中

尾

先

生

は

重

視

し

た

の

だ

ろ

う

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

令

和

６

年

度

財

務

大

臣

・

国

税

庁

長

官

納

税

表

彰

の

受

彰

者

が

、

こ

の

ほ

ど

発

表

さ

れ

た

。

今

年

度

の

受

彰

者

は

財

務

大

臣

表

彰

が

�

人

、

国

税

庁

長

官

表

彰

が

�

人

（

４

面

参

照

）

だ

っ

た

。

表

彰

式

は

�

月

�

日

、

東

京

都

港

区

の

三

田

共

用

会

議

所

で

開

催

さ

れ

る

。

受

彰

者

は

次

の

通

り

（

敬

称

略

）

。

　

市

町

　

峰

行

（

�

）

北

海

道

苫

小

牧

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

苫

小

牧

間

税

会

会

長

。

　

馬

場

　

哲

也

（

�

）

北

海

道

函

館

市

。

北

海

道

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

函

館

地

区

青

色

申

告

会

連

合

会

会

長

。

　

福

西

　

秀

和

（

�

）

北

海

道

函

館

市

。

（

一

社

）

北

海

道

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

函

館

法

人

会

会

長

。

　

松

崎

　

義

昭

（

�

）

北

海

道

名

寄

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

　　

江

尻

　

次

郎

（

�

）

福

島

県

い

わ

き

市

。

仙

台

国

税

局

間

税

会

連

合

会

理

事

。

い

わ

き

間

税

会

会

長

。

　

佐

藤

　

　

剛

（

�

）

岩

手

県

奥

州

市

。

（

一

社

）

岩

手

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

胆

江

法

人

会

会

長

。

　

岩

崎

　

榮

市

（

�

）

栃

木

県

佐

野

市

。

栃

木

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

佐

野

青

色

申

告

会

会

長

。

　

金

井

　

則

夫

（

�

）

群

馬

県

沼

田

市

。

元

関

東

信

越

間

税

会

連

合

会

理

事

。

元

沼

田

間

税

会

会

長

。

　

黒

澤

　

一

雄

（

�

）

埼

玉

県

秩

父

郡

。

埼

玉

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

副

会

長

。

　　

白

土

　

隆

彦

（

�

）

茨

城

県

常

陸

太

田

市

。

太

田

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

　

八

木

　

茂

幸

（

�

）

埼

玉

県

本

庄

市

。

関

東

信

越

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

本

庄

法

人

会

会

長

。

　

山

口

　

高

史

（

�

）

長

野

県

安

曇

野

市

。

関

東

信

越

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

常

任

理

事

。

　

吉

田

　

　

康

（

�

）

新

潟

県

柏

崎

市

。

関

東

信

越

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

柏

崎

法

人

会

会

長

。

　

五

十

嵐

良

夫

（

�

）

東

京

都

杉

並

区

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

常

任

理

事

。

荻

窪

間

税

会

名

誉

会

長

。

　

大

戸

　

孝

宏

（

�

）

東

京

都

板

橋

区

。

（

一

社

）

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

板

橋

青

色

申

告

会

会

長

。

　

片

岡

　

英

雄

（

�

）

千

葉

県

佐

倉

市

。

（

一

社

）

千

葉

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

　

亀

山

　

　

実

（

�

）

東

京

都

文

京

区

。

東

京

国

税

局

間

税

会

連

合

会

常

務

理

事

。

上

野

間

税

会

会

長

。

　

黒

坂

　

　

浩

（

�

）

横

浜

市

。

東

京

国

税

局

間

税

会

連

合

会

理

事

。

雪

谷

間

税

会

会

長

。

　

新

谷

　

一

男

（

�

）

山

梨

市

。

（

一

社

）

山

梨

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

山

梨

法

人

会

会

長

。

　

須

永

　

達

雄

（

�

）

東

京

都

港

区

。

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

常

任

理

事

。

　

高

橋

　

伸

昌

（

�

）

横

浜

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

副

会

長

。

（

公

社

）

横

浜

中

法

人

会

会

長

。

　

本

多

　

純

二

（

�

）

神

奈

川

県

小

田

原

市

。

東

京

国

税

局

間

税

会

連

合

会

理

事

。

小

田

原

間

税

会

会

長

。

　

末

栄

　

康

則

（

�

）

金

沢

市

。

元

（

一

社

）

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

理

事

。

元

金

沢

青

色

申

告

会

会

長

。

　

水

上

　

誠

子

（

�

）

金

沢

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

金

沢

地

区

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

　

石

川

　

　

浩

（

�

）

三

重

県

尾

鷲

市

。

東

海

間

税

会

連

合

会

理

事

。

三

重

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

。

紀

州

間

税

会

会

長

。

　

　

大

橋

　

正

浩

（

�

）

三

重

県

桑

名

市

。

東

海

青

色

申

告

会

連

合

会

常

任

理

事

。

桑

名

青

色

申

告

会

会

長

。

　

澤

田

　

栄

一

（

�

）

岐

阜

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

理

事

。

岐

阜

北

間

税

会

会

長

。

　

林

　

　

謙

治

（

�

）

名

古

屋

市

。

（

公

財

）

全

国

法

人

会

総

連

合

理

事

。

（

一

社

）

中

川

法

人

会

会

長

。

　

水

野

　

茂

生

（

�

）

名

古

屋

市

。

東

海

法

人

会

連

合

会

常

任

理

事

。

（

公

社

）

千

種

法

人

会

会

長

。

　

渡

邉

清

一

郎

（

�

）

静

岡

県

下

田

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

東

海

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

理

事

。

　

小

儀

　

俊

光

（

�

）

兵

庫

県

宝

塚

市

。

（

公

財

）

納

税

協

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

南

納

税

協

会

会

長

。

　

加

古

　

公

一

（

�

）

神

戸

市

。

兵

庫

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

常

任

理

事

。

（

公

社

）

須

磨

納

税

協

会

副

会

長

。

　

佐

々

木

　

宏

（

�

）

大

阪

府

豊

中

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

東

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

白

石

　

博

志

（

�

）

大

阪

府

東

大

阪

市

。

（

公

財

）

納

税

協

会

連

合

会

副

会

長

。

（

公

社

）

東

大

阪

納

税

協

会

会

長

。

　

錦

織

　

　

隆

（

�

）

京

都

府

京

丹

後

市

。

元

（

公

社

）

峰

山

納

税

協

会

会

長

。

　

　

松

村

　

榮

一

（

�

）

大

阪

市

。

（

公

財

）

納

税

協

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

西

納

税

協

会

会

長

。

　

清

水

　

　

男

（

�

）

岡

山

県

総

社

市

。

中

国

地

方

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

倉

敷

法

人

会

副

会

長

。

　

田

中

　

一

宏

（

�

）

岡

山

市

。

中

国

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

岡

山

東

青

色

申

告

会

副

会

長

。

　

俵

　

　

　

護

（

�

）

島

根

県

益

田

市

。

中

国

青

色

申

告

会

連

合

会

理

事

。

島

根

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

　

中

西

　

　

巧

（

�

）

岡

山

市

。

広

島

国

税

局

間

税

会

連

合

会

常

任

理

事

。

岡

山

西

間

税

会

会

長

。

　

田

島

　

淳

次

（

�

）

徳

島

県

吉

野

川

市

。

四

国

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

阿

波

麻

植

法

人

会

会

長

。

　

江

上

　

嘉

実

（

�

）

福

岡

県

大

野

城

市

。

九

州

北

部

法

人

会

連

合

会

理

事

。

（

公

社

）

筑

紫

法

人

会

会

長

。

　

河

野

　

武

司

（

�

）

福

岡

市

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

副

会

長

。

博

多

間

税

会

顧

問

。

　

有

村

　

　

誠

（

�

）

宮

崎

県

延

岡

市

。

南

九

州

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

宮

崎

県

北

法

人

会

会

長

。

　

大

塚

　

二

郎

（

�

）

熊

本

市

。

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

。

熊

本

東

地

区

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

会

長

。

　

窪

田

　

伸

一

（

�

）

鹿

児

島

県

肝

属

郡

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

常

任

理

事

。

元

鹿

屋

間

税

会

会

長

。

　

田

島

　

賢

一

（

�

）

鹿

児

島

県

薩

摩

川

内

市

。

南

九

州

法

人

会

連

絡

協

議

会

理

事

。

（

公

社

）

川

薩

法

人

会

会

長

。

　

仲

間

　

綾

子

（

�

）

沖

縄

県

中

頭

郡

。

沖

縄

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

。

（

一

社

）

沖

縄

中

部

青

色

申

告

会

会

長

。

【

租

税

教

育

の

推

進

を

通

じ

て

納

税

道

義

の

高

揚

に

功

績

の

あ

っ

た

人

】

齋

藤

　

　

浩

（

�

）

東

京

都

町

田

市

。

【

租

税

教

育

の

推

進

を

通

じ

て

納

税

道

義

の

高

揚

に

功

績

の

あ

っ

た

人

】

岩

野

　

清

美

（

�

）

北

九

州

市

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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